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2022/04/27 

裁決内容  

裁決番号 令和４年度裁決第３号 

 

             裁 決 書 

 

                        審査請求人 

                         住所 ○○○○ 

                         氏名 ○○○○ 

                        上記代理人 

                         住所 ○○○○ 

                         氏名 ○○○○ 

                        処分庁 ○○福祉事務所長 

 

 審査請求人が令和３年４月６日に提起した同年３月３０日付けで処分庁が行った生業扶

助（高等学校等就学費）支給申請却下処分に係る審査請求について、次のとおり裁決する。 

 

             主  文 

 

本件審査請求に係る処分を取り消す。 

 

第１ 事案の概要 

 １ 平成○○年○○月、審査請求人は中学校在学中に自ら高校の受験をやめ、進学をし

なかった。 

 ２ 平成○○年○○月○○日、審査請求人は注意欠如・多動性障害及び自閉症スペクト

ラムの発達障害を有し療育手帳（Ｂ）を取得した。 

 ３ 平成○○年○○月○○日、審査請求人は、○○の入所中に、生活保護を開始した。 

 ４ 令和１年８月１９日、審査請求人は、障害者グループホームへ入所し、就労継続支

援Ｂ型事業所において１日当たり約２～３時間の作業を行い、工賃を得ていた。 

 ５ 令和２年１月頃、審査請求人は、高校就学を希望するようになった。 

 ６ 令和○○年○○月○○日、審査請求人は、○○高等学校を受験した。 

 ７ 令和○○年○○月○○日、審査請求人は、○○高等学校への入学許可を得た。 

 ８ 令和３年３月１９日、審査請求人は、高等学校就学に伴う費用の支給を求め、処分
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庁あて生業扶助費（高等学校等就学費）を申請した。 

 ９ 令和３年３月３０日、処分庁は、審査請求人の保護申請に対し、却下処分（以下「本

件処分」という。）をした。 

 10 令和３年４月６日、審査請求人は、本件処分に対する審査請求を提起した。 

 

第２ 審理関係人の主張の要旨 

 １  審査請求人の主張 

（１）審査請求人は、就労継続支援Ｂ型事業所で月額○○円程度の作業工賃を得ている状

況であり、ただちに審査請求人の稼働能力を活用すべき状況にあるとはいえない。 

（２）審査請求人が、高等学校へ就学し、卒業することは確実に世帯の自立に資すると見

込まれる。 

（３）処分庁は、処分の理由として、「令和元年８月から現在においても作業所で就労を継

続しており、高等学校へ就学することが確実に世帯の自立助長に資するとは見込めない」

としているが、「現在において就労を継続していること」により、「高等学校へ就学するこ

とが確実に世帯の自立助長に資するとは見込めない」という判断に至った理由が示されて

おらず、理由付記が十分ではない。 

２ 処分庁の主張 

 本件処分について、以下のとおり、手続に違法又は不当な点は何ら存在しないことから、

「本件審査請求を棄却する」との裁決を求める。 

（１）審査請求人は、中学校卒業後○○年が経過した○○歳の○○であり、就労等により

稼働能力を活用すべき状況にある。また、就労継続支援Ｂ型事業所で作業に従事している

ことから、「生活保護問答集について」（平成２１年３月３１日付け厚生労働省社会・援護

局保護課長事務連絡。以下「問答集」という。）問７－１５４の「やむを得ない事情によっ

て現に就労していない場合等」に該当しない。 

（２）審査請求人の令和２年度の年収は、中学校を卒業した○○歳○○の平均年収には遠

く及ばず、この状況は請求人が高卒となっても同様と考えられることから、審査請求人が

高卒の学歴を得ることが確実に自立につながる収入の増加になるとは認められない。 

（３）審査請求人が入所するグループホームの施設長は、令和２年度入所者実態調査票に

おいて、審査請求人について「現状は一般就労が難しい。自立するにはまだ時間がかかる

様子」としており、その理由として「対人関係の課題や人に流される。ストレス耐性等の

課題を乗り切れば可能性はある（原文どおり）」との見解を示している。審査請求人が高等

学校へ進学することは生業扶助が目的とする経済的自立に資するものではなく、審査請求

人が有する発達障害の特性を考慮し、障害者雇用枠等の様々な社会資源を活用し、就労時
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間や賃金の増加に努めることが自立助長に資するものである。 

 

第３ 裁決の理由 

１ 本件処分に係る法令等の規定 

 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第１７条の生業扶助の一つとして、生活保護

法による保護の基準（昭和３８年４月１日厚生省告示第１５８号）別表第７において、高

等学校等就学費が定められている。 

生活保護法による保護の実施要領について（昭和３８年４月１日厚生省社会局長通知）第

７の８（２）のイ（ア）において、高等学校等就学費は、「高等学校等に就学し卒業するこ

とが当該世帯の自立助長に効果的であると認められる場合について、原則として当該学校

における正規の就学年限に限り認定すること」とされている。 

 問答集問７－１５４（答）において、「通常、中学校を卒業して数年以上経過しているよ

うな場合においては、就労等によって稼働能力を活用すべき状況にあるものと思われるた

め、高等学校等就学費の給付対象とはならないものと考えられる。ただし、当該被保護者

がやむを得ない事情によって現に就労していない場合等において、ただちに稼働能力の活

用を求めるよりも高等学校等へ就学することが確実に世帯の自立助長に資すると見込まれ

る場合に限り、高等学校等就学費の給付を認めることとして差し支えないものとするが、

その適用にあたっては慎重に判断するようにされたい」としている。 

２ 本件処分の違法性について 

 審査請求人が、問答集問７－１５４（答）ただし書の高等学校等就学費の給付を認める

こととして差し支えないものに該当するかについて、検討する。 

（１）被保護者がやむを得ない事情によって現に就労していない場合等の該当性について 

 審査請求人は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１

７年法律第１２３号。以下「障害者総合支援法」という。）第５条第１４項に規定する就労

継続支援により、１日当たり約２～３時間の作業に従事し、工賃を得ている。 

 障害者総合支援法第５条第１４項の就労継続支援事業のうち、審査請求人が給付を受け

る就労継続支援Ｂ型事業は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法

律施行規則（平成１８年厚生労働省令第１９号。以下「障害者総合支援法施行規則」とい

う。）第６条の１０第２号において「通常の事業所に雇用されることが困難であって、雇用

契約に基づく就労が困難である者に対して行う就労の機会の提供及び生産活動の機会の提

供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援」と

されており、自立に向けた訓練を給付するものであることから、審査請求人が同事業によ

り工賃を得ている状況は、問答集問７－１５４（答）ただし書の「当該被保護者がやむを
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得ない事情によって現に就労していない場合等」に該当するものと解すべきである。 

（２）ただちに稼働能力の活用を求めるよりも高等学校等へ就学することが確実に世帯の

自立助長に資すると見込まれる場合の該当性について 

処分庁は、審査請求人の令和２年の年収が中学校を卒業した○○の○○歳における平均的

な年収に遠く及ばないことから、審査請求人が高等学校を卒業しても確実に自立につなが

る収入の増加は見込めないと判断している。 

 また、審査請求人の現状について、グループホームから提出された入居者実態調査票を

踏まえ、審査請求人が高等学校へ就学することは経済的自立に資するものではなく、様々

な社会資源を活用して就労時間や賃金の増加に努めることが自立助長に資すると判断して

いる。 

 この点につき、入居者実態調査票は、グループホームの施設担当者が作成したものであ

り、審査請求人の社会復帰の見込みについて、「現状は一般就労が難しい。自立するにはま

だ時間がかかる様子」としており、その理由として「対人関係の課題や人に流される。ス

トレス耐性等の課題を乗り切れば可能性はある」との記載があるものの、高等学校進学が

自立助長に資するかについては、言及されていない。 

 審査請求人は、上記（１）のとおり障害者総合支援法による障害福祉サービスの給付を

受けていることから、その給付決定に当たり、障害者総合支援法第２２条第４項又は第５

項の規定により、サービス等利用計画案を提出しているものと考えられる。 

 サービス等利用計画案は、相談支援事業者等により作成されるものであり、障害者総合

支援法施行規則第６条の１５第１項において、サービス等利用計画案の記載事項として「障

害者及びその家族の生活に対する意向、当該障害者等の総合的な援助の方針及び生活全般

の解決すべき課題」が挙げられており、審査請求人の援助の方針において、高等学校へ就

学することがどのように位置づけられているかが記載されているものと考えられる。 

 処分庁は、入居者実態調査票により審査請求人の自立の可能性について検討しているが、

入居者実態調査票の内容のみから高等学校進学と将来の自立可能性との関係を検討するこ

とは困難であり、「ただちに稼働能力の活用を求めるよりも高等学校等へ就学することが

確実に世帯の自立助長に資すると見込まれる場合」に該当しないとの判断の根拠としては

不十分であるといわざるを得ない。 

（３）小括 

 以上のことから、審査請求人が現に就労しており高等学校へ進学することが確実に世帯

の自立助長に資すると見込めないとする処分庁の判断は、処分に必要な事実の確認が十分

になされておらず、本件処分は違法であることが認められる。 
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第４ 結論 

 以上のとおり、本件審査請求には、理由があるから、行政不服審査法（平成２６年法律

第６８号）第４６条第１項の規定により、主文のとおり裁決する。 

 

令和４年４月２７日           

審査庁 群馬県知事 山本 一太 

裁決 認容 

 

 

閉じる 


